電子情報通信学会
基礎・境界ソサイエティ会長殿
特別な事情による招待講演者への講演謝金支給申請
○○○研究専門委員会
委員長　○○　○○
20xx年x月xx日

以下の学術研究集会で実施予定の招待講演について、招待講演者へ講演謝金を支給したく申請します。

· 実施組織：○○研究専門委員会
· 企画内容：××研究会における招待講演
· 実施場所・日時：機械振興会館・YYYY年MM月DD日
· 参加費：ソサイエティ所定の研究会参加費など
· 講演者：△△先生（□□大学）
· 会員種別：会員または非会員
· 講演題名：☆☆に関して
· 講演概要：☆☆の～…
· 講演時間：T分
· 支給申請額：B円
· 原則以外適用の理由*：(1)他組織との関係性　(2)戦略性　(3)その他　（１つ以上選択）
· 原則以外適用の詳細（(1)の場合は他組織の謝金支給額など明記、(2)の場合は戦略的なコンテンツ作成・集客性・収益性などについて明記、(3)の場合は具体的な理由を明記）：






※提出時には下線部以下は削除してください。
申請にあたっては、「基礎・境界ソサイエティならびにその共同運営ソサイエティの大会・研究会等における講演謝金，旅費および参加費の取扱に関するガイドライン」および本会「謝礼金に関する規程」を必ず参照の上、申請期限を守って提出してください。
*(1)他組織との関係性：共催などで他組織と合わせざるを得ない場合。 (2)戦略性：アーカイブとしてのサービス等早期に戦略的に集めたいコンテンツ、収益性を特に追求した活動のため、戦略的に集めたいコンテンツ作成の場合。 (3)その他：複雑で手間がかかる作業、講演者による動画作成など手間を要する場合。本人の研究発表以外の作業で、用意が極めて多く、準備を要する場合。 但し、著作権等の問題で作り直しが必要、研究発表の招待、チュートリアルという事由では特別な事情に当たらない。
